○御所市コミュニティバス車両広告掲載に関する取扱要綱
平成１９年６月２０日
告示第６３号
（趣旨）
第１条　この告示は、御所市有料広告掲載事業に関する規則（平成１８年御所市規則第２７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、御所市コミュニティバス車両広告（以下「バス広告」という。）の掲載に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
（広告の内容）
第２条　バス広告の内容は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(１)　都市景観との調和を損なうものでないこと。
(２)　道路交通の安全を阻害する恐れがないものであること。
（広告掲載料等）
第３条　バス広告の種類、仕様、規格、掲載料等については、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
２　バス広告の作成、取付け及び撤去に要する費用は、広告主が負担するものとする。
３　コミュニティバスの運行を１０日以上（バス運行計画上の運休日を除く。）継続して休止したときは、日割り計算（１年を３６５日とし、１円未満切捨て）により、休止日数に相当する掲載料を返還することができる。ただし、バスの運行を休止した日数に１日未満の端数が生じたときは、これを１日に切り上げるものとする。
（掲出期間）
第４条　バス広告の掲出期間は、原則として１年とし、市長が必要と認めるときは、最大５年まで延長することができる。
（その他）
第５条　この告示に定めるもののほか、バス広告の掲載に関する取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附　則
この要綱は、告示の日から施行する。
附　則（令和６年告示第１８号）
この告示は、告示の日から施行する。
附　則（令和６年告示第８９号）
この告示は、告示の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。
附　則（令和７年告示第１２４号）
（施行期日）
１　この告示は、令和７年９月２４日から施行する。
（経過措置）
２　この告示による改正後の御所市コミュニティバス車両広告掲載に関する取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後の広告掲載の申込みについて適用し、同日前の広告掲載の申込みについては、なお従前の例による。
別表（第３条関係）
車両　日野　ポンチョ
	種類
	仕様
	規格(mm)
	掲載料（年額／円）
	備考

	サイドメッセージ
（歩行者側）
	ワイドフィルム
	縦１０００×横１７００
	２５０，０００
	１枠

	サイドメッセージ
（車側）
	ワイドフィルム
	縦１０００×横１６５０
	１００，０００
	１枠

	
	
	縦１０００×横１１００
	５０，０００
	１枠

	
	
	全面
	１５０，０００
	１枠

	リアメッセージ
	ワイドフィルム
	縦６９０×横１９５０
	２５０，０００
	１枠

	車両メッセージ
	フルラッピング
	車両全体
	６００，０００
	１台

	天井吊ポスター
	ポスター
	縦２１０×横２９７
	２０，０００
	１枠

	車内壁面ポスター
	ポスター
	縦３２０×横５５０
	１枠　２０，０００
	３枠

	運転席背面ポスター
	ポスター
	縦３５０×横５００
	１枠　２２，０００
	２枠

	側面窓ステッカー
（歩行者側）
	ステッカー
	縦１５０×横５５０
	１枠　３０，０００
	２枠

	側面窓ステッカー
（車側）
	ステッカー
	縦１５０×横５５０
	１枠　２０，０００
	３枠


車両　トヨタ　ハイエース
	種類
	仕様
	規格(mm)
	掲載料（年額／円）
	備考

	サイドメッセージ
（歩行者側）
	ワイドフィルム
	サイド全面
	４２０，０００
	１枠

	サイドメッセージ
（車側）
	ワイドフィルム
	サイド全面
	２３０，０００
	１枠

	リアメッセージ
	ワイドフィルム
	リア全面
	１００，０００
	１枠

	車両メッセージ
	フルラッピング
	車両全体
	７００，０００
	１台

	運転席背面ポスター
	ポスター
	縦２９７×横４２０
	２２，０００
	１枠

	側面窓ステッカー
（歩行者側）
	ステッカー
	縦１５０×横３５０
	１枠　２０，０００
	２枠

	側面窓ステッカー
（車側）
	ステッカー
	縦１５０×横３５０
	１枠　１５，０００
	２枠
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